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【手続補正書】
【提出日】平成26年6月16日(2014.6.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　濁度の上限値（Ｃｍａｘ）が１０～２０度の範囲で且つ既知であり、しかも、ｐＨ値を
６．０～７．５の範囲の一定値に調整した工業用水の濁度を測定し、当該測定値に基づき
所定量のポリ塩化アルミニウムを注入し、凝集反応によってフロックを生成させた後、得
られた凝集処理液を繊維濾過装置にて固液分離する凝集濾過方法において、濁度が０～Ｃ
１の低濁度範囲、濁度がＣ２～上限値（Ｃｍａｘ）の高濁度範囲、濁度がＣ１を超え且Ｃ
２未満の中濁度範囲に３つに区分し（但し、上記のＣ１及びＣ２は以下の予備試験Ａ及び
Ｂで決定される濁度を意味する）、前記の濁度の測定値に基づき、低濁度範囲の工業用水
には以下の予備試験Ａで求められる一定量のポリ塩化アルミニウム量Ｑ１（Ａｌ２Ｏ３ｍ
ｇ／Ｌ）を注入し、高濁度範囲の工業用水には以下の予備試験Ｂで求められる一定量のポ
リ塩化アルミニウム量Ｑ２（Ａｌ２Ｏ３ｍｇ／Ｌ）を注入し、中濁度範囲の工業用水には
以下の式（１）に規定するポリ塩化アルミニウム量Ｑ（Ａｌ２Ｏ３ｍｇ／Ｌ）を注入する
ことを特徴とする凝集濾過方法。
　　［数１］
　Ｑ＝Ｑ１＋［（Ｑ２－Ｑ１）／（Ｃ２－Ｃ１）］×（Ｃ－Ｃ１）・・・（１）
［予備試験Ａ］
（１）ｐＨ値を前記範囲の一定値に調整し、濁度が上限値（Ｃｍａｘ）×０．２の工業用
水に所定量のポリ塩化アルミニウムを注入し、実施する繊維濾過装置の運転と実質的に同
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一条件下で凝集濾過を行い、処理水濁度と濾過装置の圧力損失の上昇速度（ＭＰａ／ｈ）
を測定する。
（２）上記の試験は、ポリ塩化アルミニウムの注入量が０．３～０．６（Ａｌ２Ｏ３ｍｇ
／Ｌ）の範囲において行い且つ最小の注入量から開始し、以下の式（２）及び（３）を同
時に満足する結果が得られるまでポリ塩化アルミニウムの注入量を漸次に増加させて繰り
返し行う。
　　［数２］
　処理水濁度＜１．０度・・・・・（２）
　濾過装置の圧力損失の上昇速度＜０．０１ＭＰａ／ｈ・・・・・（３）
（３）そして、ポリ塩化アルミニウムの最大の注入量において上記の式（２）及び（３）
を同時に満足する結果が得られなかった場合は、上記（１）の工業用水を希釈して濁度を
漸次低下させた各工業用水について、上記（１）及び（２）の操作を繰り返す。そして、
上記の式（２）及び（３）を同時に満足する結果が得られた場合、その際の工業用水の濁
度を低濁度範囲の上限値Ｃ１として採用し、その際のポリ塩化アルミニウムの注入量を低
濁度範囲のポリ塩化アルミニウム量Ｑ１として採用する。
［予備試験Ｂ］
（１）ｐＨ値を前記範囲の一定値に調整し、濁度が上限値（Ｃｍａｘ）×０．８の工業用
水に所定量のポリ塩化アルミニウムを注入し、実施する繊維濾過装置の運転と実質的に同
一条件下で凝集濾過を行い、処理水濁度と濾過装置の圧力損失の上昇速度（ＭＰａ／ｈ）
を測定する。
（２）上記の試験は、ポリ塩化アルミニウムの注入量が０．８～３．０（Ａｌ２Ｏ３ｍｇ
／Ｌ）の範囲において行い且つ最小の注入量から開始し、前記の式（２）及び（３）を同
時に満足する結果が得られるまでポリ塩化アルミニウムの注入量を漸次に増加させて繰り
返し行う。
（３）そして、ポリ塩化アルミニウムの最大の注入量において前記の式（２）及び（３）
を同時に満足する結果が得られなかった場合は、上記（１）の工業用水を希釈して濁度を
漸次低下させた各工業用水について、上記（１）及び（２）の操作を繰り返す。そして、
上記の式（２）及び（３）を同時に満足する結果が得られた場合、その際の工業用水の濁
度を高濁度範囲の下限値Ｃ２として採用し、その際のポリ塩化アルミニウムの注入量を高
濁度範囲のポリ塩化アルミニウム量Ｑ２として採用する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　凝集濾過方法は、原水に凝集剤を注入して凝集反応を行ってフロックを生成させた後、
当該凝集処理液を濾過装置にて固液分離する方法である。そして、凝集剤には一般的にポ
リ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）が使用される。また、濾過装置としては、設置面積が小さ
く且つ再生操作を含めた運転が容易であることから、好適には繊維濾過装置が使用される
。そして、凝集濾過方法においては、工業用水の濁度の変動に対応するため、原水の濁度
を濁度計で測定し、濁度に比例した量のＰＡＣを注入する濁度比例注入制御方式を採用さ
れることが多い（特許文献１）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明の目的は、工業用水にＰＡＣを注入し、凝集反応によってフロックを生成させた
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後、得られた凝集処理液を繊維濾過装置にて固液分離する凝集濾過方法であって、ＰＡＣ
の注入方法を改良した凝集濾過方法を提供することにある。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　すなわち、本発明の要旨は、濁度の上限値（Ｃｍａｘ）が１０～２０度の範囲で且つ既
知であり、しかも、ｐＨ値を６．０～７．５の範囲の一定値に調整した工業用水の濁度を
測定し、当該測定値に基づき所定量のポリ塩化アルミニウムを注入し、凝集反応によって
フロックを生成させた後、得られた凝集処理液を繊維濾過装置にて固液分離する凝集濾過
方法において、濁度が０～Ｃ１の低濁度範囲、濁度がＣ２～上限値（Ｃｍａｘ）の高濁度
範囲、濁度がＣ１を超え且Ｃ２未満の中濁度範囲に３つに区分し（但し、上記のＣ１及び
Ｃ２は以下の予備試験Ａ及びＢで決定される濁度を意味する）、前記の濁度の測定値に基
づき、低濁度範囲の工業用水には以下の予備試験Ａで求められる一定量のポリ塩化アルミ
ニウム量Ｑ１（Ａｌ２Ｏ３ｍｇ／Ｌ）を注入し、高濁度範囲の工業用水には以下の予備試
験Ｂで求められる一定量のポリ塩化アルミニウム量Ｑ２（Ａｌ２Ｏ３ｍｇ／Ｌ）を注入し
、中濁度範囲の工業用水には以下の式（１）に規定するポリ塩化アルミニウム量Ｑ（Ａｌ

２Ｏ３ｍｇ／Ｌ）を注入することを特徴とする凝集濾過方法に存する。
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